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27 専決処分の承認を求めることについて（中井町国民健康保険税条例の
一部を改正する条例）
 （地方税法の一部を改正する法律（平成２５年法律第３号）が平成
２５年３月３０日に公布され、同年４月１日から施行されること等に
伴い、中井町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を同年３月
３１日に専決処分したので、その承認を求めるものです。

（主な改正内容）
⑴　行政手続条例の適用除外事項から、拒否処分又は不利益処分する
場合における理由提示義務を除くものです。
⑵　国民健康保険から後期高齢者医療に移行した者と同一の世帯に属
する国民健康保険の被保険者の属する世帯の国民健康保険税につい
て、移行後５年間は世帯別平等割額の２分の１が軽減されています
が、移行後６年目から８年目までの間においても世帯別平等割額の４
分の１を軽減する措置を講ずるものです。

5 月 8 日 承 認
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